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子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度

を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の

基
本
指
針
と
な
る
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
（
第
２

期
）」
の
策
定
を
進
め
て
い
ま

す
。
計
画
の
素
案
に
つ
い
て
、

皆
さ
ま
か
ら
の
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

募
集
期
間　
１
月
６
日
（
月
）

～
２
月
５
日
（
水
）

対
象
者　
次
の
条
件
の
い
ず
れ

か
を
満
た
す
人
❶
市
内
に

在
住
、
在
勤
、
通
学
し
て
い

る
人
❷
市
内
の
幼
稚
園
・
保

育
所
（
園
）・
認
定
こ
ど
も

園
・
学
校
に
通
っ
て
い
る
子

ど
も
の
保
護
者
❸
市
内
の

事
業
者
ま
た
は
事
業
所
を

有
す
る
人
❹
事
業
計
画
に

利
害
関
係
を
有
す
る
人

※
素
案
の
閲
覧
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
お
よ
び
子
育
て
ゆ
め

る
ん
課
で
可
能

※
提
出
方
法
な
ど
詳
し
く
は
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問
合
せ
く

だ
さ
い

お
願
い
し
ま
す
。
申
告
書
を
お

持
ち
で
な
い
人
は
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

▼
償
却
資
産
申
告
の
対
象
と

　
な
る
太
陽
光
発
電
設
備

　
❶
❷
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
。

❶
法
人
・
個
人
が
事
業
用
に
設

置
し
た
太
陽
光
発
電
設
備

❷
個
人
が
住
宅
用
に
設
置
し
た

太
陽
光
発
電
設
備
の
う
ち
、

発
電
能
力
が
10
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
の
も
の
（
屋
根
材
と

一
体
と
な
っ
て
い
る
太
陽

光
発
電
設
備
を
除
く
）

　
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に

は
、
取
得
時
期
等
に
よ
り
課
税

標
準
額
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
事
業
用
に
使
う
た
め
に
所
有

し
て
い
る
減
価
償
却
資
産
は
固

定
資
産
税
の
課
税
対
象
に
な
り

ま
す
。
お
持
ち
の
人
は
令
和
２

年
1
月
1
日
現
在
の
状
況
を
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
す
で
に
申
告
し
て
い
る
人

　
年
末
に
申
告
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
の
で
、
変
更
の
有
無
を

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
こ
れ
ま
で
申
告
し
て
い
な
い
人

　
平
成
31
年
・
令
和
元
年
中
に

新
た
に
償
却
資
産
を
取
得
し
た

人
は
申
告
が
必
要
で
す
。
申
告

方
法
等
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
固
定
資
産
税
の
対
象
と

　
な
る
償
却
資
産
の
具
体
例

　
小
売
業
の
陳
列
ケ
ー
ス
・
自

動
販
売
機
、
太
陽
光
発
電
、
レ

ジ
ス
タ
ー
、
飲
食
店
の
厨
房
設

備
、
製
造
業
の
製
造
機
械
、
受

電
設
備
、
構
内
舗
装
、
農
業
の

野
菜
収
穫
機
、
漁
船
、
漁
業
の

巻
上
機
な
ど

太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る

償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て

　
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
等
の
太
陽

光
発
電
設
備
は
償
却
資
産
に
該

当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
該

当
す
る
場
合
、
固
定
資
産
税
の

課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
設
備
を
お
持
ち

の
人
は
、
償
却
資
産
の
申
告
を

お知
らせ

問税務課☎43-5213

１
月
か
ら
e
‐
Ｔａｘ
が
さ
ら
に
便
利
に

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
申
告
書
を
作
成

し
て
e
‐
Ｔａｘ
で
送
信
す
る
場
合
、「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
」
と
「
Ｉ
Ｄ
・

パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
」の
選
択
が
で
き
ま
す
。

　
ス
マ
ホ
で
見
や
す
い
「
ス
マ
ホ
専
用

画
面
」
を
ご
利
用
い
た
だ
け
る
人
の
範

囲
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

※
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
申

告
書
を
作
成
で
き
ま
す

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
発
行
日

か
ら
５
回
目
の
誕
生
日
で
、
最
も
早
い

人
で
１
月
に
期
限
切
れ
と
な
り
ま
す
。

１
月
以
降
、
更
新
手
続
き
に
よ
る
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
に
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。
対
象
者
に
は
個

人
番
号
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
よ
り
案
内
が

郵
送
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
e
‐
Ｔａｘ
で
の
確
定
申
告

に
は
電
子
証
明
書
が
必
要
で
す
。
有
効

期
限
が
確
定
申
告
の
時
期
と
重
な
る
人

は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
更
新
の
翌
営
業

日
よ
り
ご
利
用
で
き
ま
す
。

更
新
に
必
要
な
も
の　
有
効
期
限
通
知
書
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
暗
証
番
号

手
数
料　
無
料

※
や
む
を
得
ず
代
理
人
が
手
続
き
す
る

場
合
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
さ
ん
さ
ん
ネ
ッ
ト
の
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
サ
ー
ビ
ス
（
地
上
波

テ
レ
ビ
放
送
、
Ｂ
Ｓ
・
Ｃ
Ｓ
テ

レ
ビ
放
送
、
ケ
ー
ブ
ル
電
話
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
は
３
月
31

日
に
終
了
し
、
４
月
１
日
か
ら

こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
が
ご
利
用

い
た
だ
け
な
く
な
り
ま
す
。

　
４
月
１
日
以
降
に
地
上
波
テ

レ
ビ
放
送
を
視
聴
い
た
だ
く
た

め
に
は
、
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
を

設
置
い
た
だ
く
か
、
民
間
事
業

者
が
提
供
す
る
テ
レ
ビ
サ
ー
ビ

ス
を
契
約
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
南
あ
わ
じ
市
自
主
放

送
番
組
は
、
㈱
オ
プ
テ
ー
ジ
の

提
供
す
る
「
eo
光
テ
レ
ビ
サ
ー

ビ
ス
」
を
契
約
さ
れ
て
い
る
場

合
、
４
月
１
日
以
降
も
ご
視
聴

い
た
だ
け
ま
す
。

さ
ん
さ
ん
ネ
ッ
ト
の
加
入
解
除

手
続
に
つ
い
て

　
民
間
サ
ー
ビ
ス
や
ア
ン
テ
ナ

受
信
へ
の
切
替
工
事
が
完
了
し

た
人
や
、
４
月
１
日
以
降
に
テ

レ
ビ
を
視
聴
し
な
い
人
は
、
さ

ん
さ
ん
ネ
ッ
ト
の
加
入
解
除
手

続
き
が
必
要
で
す
。
加
入
解
除

手
続
き
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い

人
は
、
さ
ん
さ
ん
ネ
ッ
ト
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

確定申告書の作成は
国税庁ホームページで

マイナンバーカード
電子証明書の有効期限について

さんさんネットのサービスは
３月末で終了します

お知
らせ

問洲本税務署☎24-1212（自動音声案内）問総合窓口センター☎43-5212

受
付
期
間

　
１
月
６
日
（
月
）
～
31
日
（
金
）

対
象
世
帯
❶　
▼
生
活
保
護
世
帯
▼
身

体
障
害
等
級
１
・
２
級
、
重
度
（
Ａ
判

定
）
知
的
障
害
、
精
神
障
害
１
級
の

人
が
お
り
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
非

課
税
の
世
帯
▼
満
70
歳
以
上
の
独
り

暮
ら
し
で
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

対
象
世
帯
❷　
視
覚
ま
た
は
聴
覚
障
害
等

級
１
～
６
級
、
身
体
障
害
等
級
１・
２

級
、
重
度
（
Ａ
判
定
）
知
的
障
害
、
精

神
障
害
１
級
、
戦
傷
病
（
特
別
項
症
～

第
１
款
症
）
の
人
が
世
帯
主
の
世
帯

視
聴
支
援
金
制
度　
❶
ま
た
は
❷
の
世

帯
が
eo
光
に
支
払
っ
た
平
成
31
年
1

月
～
令
和
元
年
12
月
利
用
分
ま
で
の

eo
光
テ
レ
ビ
利
用
料
を
対
象
に
、
❶

の
世
帯
に
は
月
額
１
５
７
５
円
、
❷

の
世
帯
に
は
月
額
７
８
８
円
の
支
援

金
を
交
付
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

受
付
場
所　
さ
ん
さ
ん
ネ
ッ
ト
、
沼
島

出
張
所

お知
らせ

令和元年度eo光テレビ加入者
視聴支援金交付申請の受付

問さんさんネット☎43-2345

問さんさんネット☎43-2345

子ども・子育て支援事業計画
（素案）に対する意見募集

問子育てゆめるん課☎43-5219

募集

案内お知
らせ

今月の納税
市・県民税・・・・・・・・【　４ 　　期 】
国民健康保険税・・・【 　７   　期 】
納期限　1月３1日(金)

《納期内に忘れず納付しましょう》
　問税務課☎ 43-5213

償却資産の申告をお忘れなく 　提出期限　1月 31日（金）
太陽光発電設備も償却資産に該当する場合があります

松井開発運輸株式会社
「安心・安全・信頼」の解体工事はお任せください！！

南あわじ市湊１３５４　ＴＥＬ 0799-36-5078

お気軽に
ご相談を…
※お見積もりは無料です

検 索

　１月から、日曜日にもマイ
ナンバーカードの受け取りが
できるようになります。

日曜日の対応時間
午後１時～４時
※完全予約制

問総合窓口センター☎43-5212

日曜日も受け取れます
マイナンバーカードを


